
掲示番号　関東・甲信越2

見積書提出留意事項（総価）

　見積書を提出する際には、下記の項目について遵守して頂きますようお願いいたします。

○見積書の様式
　日本年金機構ホームページに掲載される見積書の様式を使用してください。
　※掲載場所：日本年金機構ホームページ＞日本年金機構について＞調達情報＞全国の調達情報＞見積
　依頼のお知らせ＞「見積書提出方法の変更について」
　記入欄は全て記入し、記入漏れがないようにしてください。
　自社の様式を使用した場合は有効な見積書となりませんのでご注意ください。
　（こちらから再提出依頼の連絡をおこないます。）

○見積額
　計算した結果、１円未満の端数は切り捨ててください。（消費税額も含む。）
　見積額は消費税込(税率10%)の金額をご記入ください。（うち消費税の金額は必ず明記してください。）

○見積書の宛先

　「日本年金機構　理事長代理人 年金記録業務室長」宛にしてください。(見積公告別紙宛先参照)

○見積書の提出方法
　ファクシミリによる提出とします。
　なお、郵送、信書便、電報、電話その他による提出は認めません。
　・見積書をご提出いただく際に、見積書等に必要記入事項が記入されていることを
　　確認の上、ファクシミリ番号０３－６８９２－０７７１あてに、送信願います。
　※番号誤りが多くなっております。「０（ゼロ）」発信のファクシミリ機でお送りいただく場合は、
　　０（ゼロ）を押してからファクシミリ番号を押していただくようお願いします。
　　（「０（ゼロ）」を押し忘れますと、別の番号に送信される恐れがあります。）

○用紙供給証明書
　見積書とあわせて「用紙供給証明書」を提出してください。

○注意事項
　・天災地変等やむをえない理由による場合を除き、決定後の辞退は認められません。
　　決定後に辞退した場合、同じ決定日の調達案件について、すべて辞退申出したこととみなします。
　　また、原則として後日、当機構から競争参加資格停止等の処分が行われます。
　・辞退が原因で当機構に損害が発生した場合は、損害賠償を請求することがあります。

○見積書提出期限　令和８年６月９日（火）午前１１時まで（必着）

　見積書の提出期限時点で未着の場合、その責任は見積者に属するものとし、期限内の提出がなかった
　ものとみなします。

○決定日　　令和８年６月１１日（木）午後

　結果は、選定した事業者に対してのみ、原則ファクシミリにて連絡します。
　また、日本年金機構ホームページ及び本部掲示板にて結果を掲示しますのでご確認ください。

○見積書及び積算内訳書の郵送（契約事業者のみ）
　契約事業者は、契約締結から1週間以内に見積書と積算内訳書の原本を調達管理部契約グループに郵送
　してください。
　積算内訳書は、任意の様式により見積金額の内訳が分かるものとしてください。
　（納品物ごとの金額や諸経費の金額等がわかるもの）

○照会先
　見積書提出に関すること　：調達管理部契約グループ　榎本・田村（TEL：03-6892-0722）
　仕様書の内容に関すること：仕様書に記載の所管部署



別　添

令和　　年　　月　　日

用紙供給証明書

日本年金機構本部　調達管理部長　殿

　下記のとおり、当該業務の仕様に適合した用紙の供給については、必要な数量を速やか
に供給する旨、用紙供給業者より了承を得ていることを証明いたします。

記

（案件名）　 　 帳票「適用証明書」（日ドイツ社会保障協定）外14点の作成

　      　 

（グリーン購入法への適合）　□　適合する　　□　適合しない（代替用紙使用の理由を記載）

（代替用紙使用の理由）　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”

（用　紙　の　紙　質）　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”

（用　紙　の　名　称）　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”

　所　　在　　地

　法人名又は商号

　代　表　者　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

※グリーン購入法への適合について、いずれかを選択すること。
　また、適合しない場合は、代替用紙使用の理由を記載すること。



品 名 帳票「適用証明書」（日ドイツ社会保障協定）

紙 質
上質紙　Ａ判　57.5kg
※グリーン購入法に適合するものであること。（入手が困難な場合を除く。）

用 紙 地 色 水色

刷 色 片面刷：表2色（墨）（赤）

サ イ ズ A4（縦297mm×横210mm）

製 本 なし

梱 包

１帯5０枚。
50帯ごとにクラフト紙で梱包すること。
※梱包した外側２側面に印刷物の名称、数量、製造年月及び製造業者名を印刷（記
載）するか、シールを貼付して表示すること。2側面とは原則として、短辺及び長辺
１箇所ずつである。
※使用する梱包資材については、グリーン購入法に適合するものであること。（入
手が困難な場合を除く。）

数 量 1,200枚（24帯）

納 品 デ ー タ 鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）

納 期 令和8年12月18日（金）

納 入 場 所 東京都調布市　※詳細は契約時に連絡します

校 正 担 当

〒182-8530　東京都調布市
日本年金機構年金記録企画部年金記録業務室外国記録業務G
電話番号：042-429-2812   担当：伊藤
ＦＡＸ　：042-429-2810
（正式な住所は業者決定後にお知らせします。）

仕　様　書【印刷物の作成】 

・印刷内容および印刷位置は、添付の見本を参照すること。
・ドイツ語の印刷あり。
・正式な原稿は業者決定後5営業日以内に直接編集することができない鮮明な画像形式のPDF
ファイルと紙で提供する。
・公印の印影は紙で提供する。
・原稿の著作権については、日本年金機構に帰属することとする。
・金額の積算にあたっては、本仕様書の内容に係る全ての経費（校正原稿作成、鮮明な画像形
式のPDFファイル（直接編集できないもの）の作成、納品費用等）を見込むこと。
・印字テストで合格した印字位置と品質が同等のものを納品すること。

【サンプル版の提供】
・校正用に製品サンプル（サンプル版）1枚と鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集でき
ないもの）を7/17（金）までに提出して、原稿の校了を受けること。（原稿の校正の結果、修
正を行う可能性あり。修正を行う場合、詳細な日程は要相談とする。）
・校了後、印字テストを行うため、下記校正担当に製品サンプル（プレ印刷版）30枚と鮮明な
画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）を提出してテストを受け、合格した後に仕
様書に記載の数量の製品を作成すること。（テストの実施には２０営業日程度要する。印字テ
ストは複数回行う可能性あり。印字テストの結果、印字位置の修正を行う可能性あり。）
・納品時に製品サンプル10枚、印影がない製品サンプル10枚、鮮明な画像形式のPDFファイ
ル（直接編集できないもの）を下記校正担当に納品すること。また、PDFファイルについて
は、日本年金機構より貸与するセキュアUSBメモリに格納し、納品すること。

・校正確認等のほか、本調達に係る問い合わせは、全て下記校正担当に行うこと。
・公印を印刷すること。
・印影の借り受けの際、預かり証を提出し印影の貸し出しを行う。
・印影の借り受け後、下記の事項を徹底し管理すること。
（１）今回受注する帳票の作成以外には使用しないこと。
（２）帳票作成の過程で生じた印影の磁気媒体及び資料等、当該業務終了後速やかに廃棄処分
すること。
（３）印影は帳票作成終了後、速やかに返却すること。
・印影の返却の際、印影の磁気媒体等を廃棄処分したことに関する報告書を提出すること。

・仕様書等に関する疑義が生じた場合には、別紙１により質問書を作成し、FAXで令和８年６
月３日（水）１５時までに下記校正担当まで送付すること。 (FAXにて質問書を送付した場
合、電話にてFAXの到着確認を行うこと。)
・質問事項の回答は令和8年6月５日（金）18 時頃までに、日本年金機構ホームページに掲載
する。

その他



品 名 帳票「適用証明書」（日イギリス社会保障協定）

紙 質
上質紙　Ａ判　57.5kg
※グリーン購入法に適合するものであること。（入手が困難な場合を除く。）

用 紙 地 色 黄色

刷 色 両面刷：表2色（墨）（赤）、裏１色（墨）

サ イ ズ A4（縦297mm×横210mm）

製 本 なし

梱 包

１帯5０枚。
50帯ごとにクラフト紙で梱包すること。
※梱包した外側２側面に印刷物の名称、数量、製造年月及び製造業者名を印刷（記
載）するか、シールを貼付して表示すること。2側面とは原則として、短辺及び長辺
１箇所ずつである。
※使用する梱包資材については、グリーン購入法に適合するものであること。（入
手が困難な場合を除く。）

数 量 1,200枚（24帯）

納 品 デ ー タ 鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）

納 期 令和8年12月18日（金）

納 入 場 所 東京都調布市　※詳細は契約時に連絡します

校 正 担 当

〒182-8530　東京都調布市
日本年金機構年金記録企画部年金記録業務室外国記録業務G
電話番号：042-429-2812   担当：伊藤
ＦＡＸ　：042-429-2810
（正式な住所は業者決定後にお知らせします。）

　仕　様　書【印刷物の作成】 

・印刷内容および印刷位置は、添付の見本を参照すること。
・英語の印刷あり。
・正式な原稿は業者決定後5営業日以内にテキストデータを直接編集可能なPDFファイル形式
と紙で提供する。
・公印の印影は紙で提供する。
・原稿の著作権については、日本年金機構に帰属することとする。
・金額の積算にあたっては、本仕様書の内容に係る全ての経費（校正原稿作成、鮮明な画像形
式のPDFファイル（直接編集できないもの）の作成、納品費用等）を見込むこと。
・印字テストで合格した印字位置と品質が同等のものを納品すること。

【サンプル版の提供】
・校正用に製品サンプル（サンプル版）1枚と鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集でき
ないもの）を7/17（金）までに提出して、原稿の校了を受けること。（原稿の校正の結果、修
正を行う可能性あり。修正を行う場合、詳細な日程は要相談とする。）
・校了後、印字テストを行うため、下記校正担当に製品サンプル（プレ印刷版）30枚と鮮明な
画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）を提出してテストを受け、合格した後に仕
様書に記載の数量の製品を作成すること。（テストの実施には２０営業日程度要する。印字テ
ストは複数回行う可能性あり。印字テストの結果、印字位置の修正を行う可能性あり。）
・納品時に製品サンプル10枚、印影がない製品サンプル10枚、鮮明な画像形式のPDFファイ
ル（直接編集できないもの）を下記校正担当に納品すること。また、PDFファイルについて
は、日本年金機構より貸与するセキュアUSBメモリに格納し、納品すること。

・校正確認等のほか、本調達に係る問い合わせは、全て下記校正担当に行うこと。
・公印を印刷すること。
・印影の借り受けの際、預かり証を提出し印影の貸し出しを行う。
・印影の借り受け後、下記の事項を徹底し管理すること。
（１）今回受注する帳票の作成以外には使用しないこと。
（２）帳票作成の過程で生じた印影の磁気媒体及び資料等、当該業務終了後速やかに廃棄処分
すること。
（３）印影は帳票作成終了後、速やかに返却すること。
・印影の返却の際、印影の磁気媒体等を廃棄処分したことに関する報告書を提出すること。

・仕様書等に関する疑義が生じた場合には、別紙１により質問書を作成し、FAXで令和８年６
月３日（水）１５時までに下記校正担当まで送付すること。 (FAXにて質問書を送付した場
合、電話にてFAXの到着確認を行うこと。)
・質問事項の回答は令和8年6月５日（金）18 時頃までに、日本年金機構ホームページに掲載
する。

その他



品 名 帳票「適用証明書」（日韓国社会保障協定）

紙 質
上質紙　Ａ判　57.5kg
※グリーン購入法に適合するものであること。（入手が困難な場合を除く。）

用 紙 地 色 白色（白色度80％以上）

刷 色 両面刷：表2色（墨）（赤）、裏１色（墨）

サ イ ズ A4（縦297mm×横210mm）

製 本 なし

梱 包

１帯5０枚。
50帯ごとにクラフト紙で梱包すること。
※梱包した外側２側面に印刷物の名称、数量、製造年月及び製造業者名を印刷（記
載）するか、シールを貼付して表示すること。2側面とは原則として、短辺及び長辺
１箇所ずつである。
※使用する梱包資材については、グリーン購入法に適合するものであること。（入
手が困難な場合を除く。）

数 量 500枚（10帯）

納 品 デ ー タ 鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）

納 期 令和8年12月18日（金）

納 入 場 所 東京都調布市　※詳細は契約時に連絡します

校 正 担 当

〒182-8530　東京都調布市
日本年金機構年金記録企画部年金記録業務室外国記録業務G
電話番号：042-429-2812   担当：伊藤
ＦＡＸ　：042-429-2810
（正式な住所は業者決定後にお知らせします。）

　仕　様　書【印刷物の作成】 

・印刷内容および印刷位置は、添付の見本を参照すること。
・韓国語の印刷あり。
・正式な原稿は業者決定後5営業日以内に直接編集することができない鮮明な画像形式のPDF
ファイルと紙で提供する。
・公印の印影は紙で提供する。
・原稿の著作権については、日本年金機構に帰属することとする。
・金額の積算にあたっては、本仕様書の内容に係る全ての経費（校正原稿作成、鮮明な画像形
式のPDFファイル（直接編集できないもの）の作成、納品費用等）を見込むこと。
・印字テストで合格した印字位置と品質が同等のものを納品すること。

【サンプル版の提供】
・校正用に製品サンプル（サンプル版）1枚と鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集でき
ないもの）を7/17（金）までに提出して、原稿の校了を受けること。（原稿の校正の結果、修
正を行う可能性あり。修正を行う場合、詳細な日程は要相談とする。）
・校了後、印字テストを行うため、下記校正担当に製品サンプル（プレ印刷版）30枚と鮮明な
画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）を提出してテストを受け、合格した後に仕
様書に記載の数量の製品を作成すること。（テストの実施には２０営業日程度要する。印字テ
ストは複数回行う可能性あり。印字テストの結果、印字位置の修正を行う可能性あり。）
・納品時に製品サンプル10枚、印影がない製品サンプル10枚、鮮明な画像形式のPDFファイ
ル（直接編集できないもの）を下記校正担当に納品すること。また、PDFファイルについて
は、日本年金機構より貸与するセキュアUSBメモリに格納し、納品すること。

・校正確認等のほか、本調達に係る問い合わせは、全て下記校正担当に行うこと。
・公印を印刷すること。
・印影の借り受けの際、預かり証を提出し印影の貸し出しを行う。
・印影の借り受け後、下記の事項を徹底し管理すること。
（１）今回受注する帳票の作成以外には使用しないこと。
（２）帳票作成の過程で生じた印影の磁気媒体及び資料等、当該業務終了後速やかに廃棄処分
すること。
（３）印影は帳票作成終了後、速やかに返却すること。
・印影の返却の際、印影の磁気媒体等を廃棄処分したことに関する報告書を提出すること。

・仕様書等に関する疑義が生じた場合には、別紙１により質問書を作成し、FAXで令和８年６
月３日（水）１５時までに下記校正担当まで送付すること。 (FAXにて質問書を送付した場
合、電話にてFAXの到着確認を行うこと。)
・質問事項の回答は令和8年6月５日（金）18 時頃までに、日本年金機構ホームページに掲載
する。

その他



品 名 帳票「適用証明書」（日アメリカ社会保障協定）

紙 質
上質紙　Ａ判　57.5kg
※グリーン購入法に適合するものであること。（入手が困難な場合を除く。）

用 紙 地 色 白色（白色度80％以上）

刷 色 両面刷：表2色（墨）（赤）、裏１色（墨）

サ イ ズ A4（縦297mm×横210mm）

製 本 なし

梱 包

１帯5０枚。
50帯ごとにクラフト紙で梱包すること。
※梱包した外側２側面に印刷物の名称、数量、製造年月及び製造業者名を印刷（記
載）するか、シールを貼付して表示すること。2側面とは原則として、短辺及び長辺
１箇所ずつである。
※使用する梱包資材については、グリーン購入法に適合するものであること。（入
手が困難な場合を除く。）

数 量 5,800枚（116帯）

納 品 デ ー タ 鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）

納 期 令和8年12月18日（金）

納 入 場 所 東京都調布市　※詳細は契約時に連絡します

校 正 担 当

〒182-8530　東京都調布市
日本年金機構年金記録企画部年金記録業務室外国記録業務G
電話番号：042-429-2812   担当：伊藤
ＦＡＸ　：042-429-2810
（正式な住所は業者決定後にお知らせします。）

　仕　様　書【印刷物の作成】 

・印刷内容および印刷位置は、添付の見本を参照すること。
・英語の印刷あり。
・正式な原稿は業者決定後5営業日以内にテキストデータを直接編集可能なPDFファイル形式
と紙で提供する。
・公印の印影は紙で提供する。
・原稿の著作権については、日本年金機構に帰属することとする。
・金額の積算にあたっては、本仕様書の内容に係る全ての経費（校正原稿作成、鮮明な画像形
式のPDFファイル（直接編集できないもの）の作成、納品費用等）を見込むこと。
・印字テストで合格した印字位置と品質が同等のものを納品すること。

【サンプル版の提供】
・校正用に製品サンプル（サンプル版）1枚と鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集でき
ないもの）を7/17（金）までに提出して、原稿の校了を受けること。（原稿の校正の結果、修
正を行う可能性あり。修正を行う場合、詳細な日程は要相談とする。）
・校了後、印字テストを行うため、下記校正担当に製品サンプル（プレ印刷版）30枚と鮮明な
画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）を提出してテストを受け、合格した後に仕
様書に記載の数量の製品を作成すること。（テストの実施には２０営業日程度要する。印字テ
ストは複数回行う可能性あり。印字テストの結果、印字位置の修正を行う可能性あり。）
・納品時に製品サンプル10枚、印影がない製品サンプル10枚、鮮明な画像形式のPDFファイ
ル（直接編集できないもの）を下記校正担当に納品すること。また、PDFファイルについて
は、日本年金機構より貸与するセキュアUSBメモリに格納し、納品すること。

・校正確認等のほか、本調達に係る問い合わせは、全て下記校正担当に行うこと。
・公印を印刷すること。
・印影の借り受けの際、預かり証を提出し印影の貸し出しを行う。
・印影の借り受け後、下記の事項を徹底し管理すること。
（１）今回受注する帳票の作成以外には使用しないこと。
（２）帳票作成の過程で生じた印影の磁気媒体及び資料等、当該業務終了後速やかに廃棄処分
すること。
（３）印影は帳票作成終了後、速やかに返却すること。
・印影の返却の際、印影の磁気媒体等を廃棄処分したことに関する報告書を提出すること。

・仕様書等に関する疑義が生じた場合には、別紙１により質問書を作成し、FAXで令和８年６
月３日（水）１５時までに下記校正担当まで送付すること。 (FAXにて質問書を送付した場
合、電話にてFAXの到着確認を行うこと。)
・質問事項の回答は令和8年6月５日（金）18 時頃までに、日本年金機構ホームページに掲載
する。

その他



品 名 帳票「適用証明書」（日ベルギー社会保障協定）

紙 質
上質紙　Ａ判　57.5kg
※グリーン購入法に適合するものであること。（入手が困難な場合を除く。）

用 紙 地 色 白色（白色度80％以上）

刷 色 両面刷：表2色（墨）（赤）、裏１色（墨）

サ イ ズ A4（縦297mm×横210mm）

製 本 なし

梱 包

１帯5０枚。
50帯ごとにクラフト紙で梱包すること。
※梱包した外側２側面に印刷物の名称、数量、製造年月及び製造業者名を印刷（記
載）するか、シールを貼付して表示すること。2側面とは原則として、短辺及び長辺
１箇所ずつである。
※使用する梱包資材については、グリーン購入法に適合するものであること。（入
手が困難な場合を除く。）

数 量 500枚（10帯）

納 品 デ ー タ 鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）

納 期 令和8年12月18日（金）

納 入 場 所 東京都調布市　※詳細は契約時に連絡します

校 正 担 当

〒182-8530　東京都調布市
日本年金機構年金記録企画部年金記録業務室外国記録業務G
電話番号：042-429-2812   担当：伊藤
ＦＡＸ　：042-429-2810
（正式な住所は業者決定後にお知らせします。）

　仕　様　書【印刷物の作成】 

・印刷内容および印刷位置は、添付の見本を参照すること。
・フランス語、オランダ語の印刷あり。
・正式な原稿は業者決定後5営業日以内に直接編集することができない鮮明な画像形式のPDF
ファイルと紙で提供する。
・公印の印影は紙で提供する。
・原稿の著作権については、日本年金機構に帰属することとする。
・金額の積算にあたっては、本仕様書の内容に係る全ての経費（校正原稿作成、鮮明な画像形
式のPDFファイル（直接編集できないもの）の作成、納品費用等）を見込むこと。
・印字テストで合格した印字位置と品質が同等のものを納品すること。

【サンプル版の提供】
・校正用に製品サンプル（サンプル版）1枚と鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集でき
ないもの）を7/17（金）までに提出して、原稿の校了を受けること。（原稿の校正の結果、修
正を行う可能性あり。修正を行う場合、詳細な日程は要相談とする。）
・校了後、印字テストを行うため、下記校正担当に製品サンプル（プレ印刷版）30枚と鮮明な
画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）を提出してテストを受け、合格した後に仕
様書に記載の数量の製品を作成すること。（テストの実施には２０営業日程度要する。印字テ
ストは複数回行う可能性あり。印字テストの結果、印字位置の修正を行う可能性あり。）
・納品時に製品サンプル10枚、印影がない製品サンプル10枚、鮮明な画像形式のPDFファイ
ル（直接編集できないもの）を下記校正担当に納品すること。また、PDFファイルについて
は、日本年金機構より貸与するセキュアUSBメモリに格納し、納品すること。

・校正確認等のほか、本調達に係る問い合わせは、全て下記校正担当に行うこと。
・公印を印刷すること。
・印影の借り受けの際、預かり証を提出し印影の貸し出しを行う。
・印影の借り受け後、下記の事項を徹底し管理すること。
（１）今回受注する帳票の作成以外には使用しないこと。
（２）帳票作成の過程で生じた印影の磁気媒体及び資料等、当該業務終了後速やかに廃棄処分
すること。
（３）印影は帳票作成終了後、速やかに返却すること。
・印影の返却の際、印影の磁気媒体等を廃棄処分したことに関する報告書を提出すること。

・仕様書等に関する疑義が生じた場合には、別紙１により質問書を作成し、FAXで令和８年６
月３日（水）１５時までに下記校正担当まで送付すること。 (FAXにて質問書を送付した場
合、電話にてFAXの到着確認を行うこと。)
・質問事項の回答は令和8年6月５日（金）18 時頃までに、日本年金機構ホームページに掲載
する。

その他



品 名 帳票「適用証明書」（日カナダ社会保障協定）

紙 質
上質紙　Ａ判　57.5kg
※グリーン購入法に適合するものであること。（入手が困難な場合を除く。）

用 紙 地 色 白色（白色度80％以上）

刷 色 両面刷：表2色（墨）（赤）、裏１色（墨）

サ イ ズ A4（縦297mm×横210mm）

製 本 なし

梱 包

１帯5０枚。
50帯ごとにクラフト紙で梱包すること。
※梱包した外側２側面に印刷物の名称、数量、製造年月及び製造業者名を印刷（記
載）するか、シールを貼付して表示すること。2側面とは原則として、短辺及び長辺
１箇所ずつである。
※使用する梱包資材については、グリーン購入法に適合するものであること。（入
手が困難な場合を除く。）

数 量 100枚（2帯）

納 品 デ ー タ 鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）

納 期 令和8年12月18日（金）

納 入 場 所 東京都調布市　※詳細は契約時に連絡します

校 正 担 当

〒182-8530　東京都調布市
日本年金機構年金記録企画部年金記録業務室外国記録業務G
電話番号：042-429-2812   担当：伊藤
ＦＡＸ　：042-429-2810
（正式な住所は業者決定後にお知らせします。）

　仕　様　書【印刷物の作成】 

・印刷内容および印刷位置は、添付の見本を参照すること。
・英語、フランス語の印刷あり。
・正式な原稿は業者決定後5営業日以内に直接編集することができない鮮明な画像形式のPDF
ファイルと紙で提供する。
・公印の印影は紙で提供する。
・原稿の著作権については、日本年金機構に帰属することとする。
・金額の積算にあたっては、本仕様書の内容に係る全ての経費（校正原稿作成、鮮明な画像形
式のPDFファイル（直接編集できないもの）の作成、納品費用等）を見込むこと。
・印字テストで合格した印字位置と品質が同等のものを納品すること。

【サンプル版の提供】
・校正用に製品サンプル（サンプル版）1枚と鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集でき
ないもの）を7/17（金）までに提出して、原稿の校了を受けること。（原稿の校正の結果、修
正を行う可能性あり。修正を行う場合、詳細な日程は要相談とする。）
・校了後、印字テストを行うため、下記校正担当に製品サンプル（プレ印刷版）30枚と鮮明な
画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）を提出してテストを受け、合格した後に仕
様書に記載の数量の製品を作成すること。（テストの実施には２０営業日程度要する。印字テ
ストは複数回行う可能性あり。印字テストの結果、印字位置の修正を行う可能性あり。）
・納品時に製品サンプル10枚、印影がない製品サンプル10枚、鮮明な画像形式のPDFファイ
ル（直接編集できないもの）を下記校正担当に納品すること。また、PDFファイルについて
は、日本年金機構より貸与するセキュアUSBメモリに格納し、納品すること。

・校正確認等のほか、本調達に係る問い合わせは、全て下記校正担当に行うこと。
・公印を印刷すること。
・印影の借り受けの際、預かり証を提出し印影の貸し出しを行う。
・印影の借り受け後、下記の事項を徹底し管理すること。
（１）今回受注する帳票の作成以外には使用しないこと。
（２）帳票作成の過程で生じた印影の磁気媒体及び資料等、当該業務終了後速やかに廃棄処分
すること。
（３）印影は帳票作成終了後、速やかに返却すること。
・印影の返却の際、印影の磁気媒体等を廃棄処分したことに関する報告書を提出すること。

・仕様書等に関する疑義が生じた場合には、別紙１により質問書を作成し、FAXで令和８年６
月３日（水）１５時までに下記校正担当まで送付すること。 (FAXにて質問書を送付した場
合、電話にてFAXの到着確認を行うこと。)
・質問事項の回答は令和8年6月５日（金）18 時頃までに、日本年金機構ホームページに掲載
する。

その他



品 名 帳票「適用証明書」（日オーストラリア社会保障協定）

紙 質
上質紙　Ａ判　57.5kg
※グリーン購入法に適合するものであること。（入手が困難な場合を除く。）

用 紙 地 色 白色（白色度80％以上）

刷 色 両面刷：表2色（墨）（赤）、裏１色（墨）

サ イ ズ A4（縦297mm×横210mm）

製 本 なし

梱 包

１帯5０枚。
50帯ごとにクラフト紙で梱包すること。
※梱包した外側２側面に印刷物の名称、数量、製造年月及び製造業者名を印刷（記
載）するか、シールを貼付して表示すること。2側面とは原則として、短辺及び長辺
１箇所ずつである。
※使用する梱包資材については、グリーン購入法に適合するものであること。（入
手が困難な場合を除く。）

数 量 500枚（10帯）

納 品 デ ー タ 鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）

納 期 令和8年12月18日（金）

納 入 場 所 東京都調布市　※詳細は契約時に連絡します

校 正 担 当

〒182-8530　東京都調布市
日本年金機構年金記録企画部年金記録業務室外国記録業務G
電話番号：042-429-2812   担当：伊藤
ＦＡＸ　：042-429-2810
（正式な住所は業者決定後にお知らせします。）

　仕　様　書【印刷物の作成】 

・印刷内容および印刷位置は、添付の見本を参照すること。
・英語の印刷あり。
・正式な原稿は業者決定後5営業日以内にテキストデータを直接編集可能なPDFファイル形式
と紙で提供する。
・公印の印影は紙で提供する。
・原稿の著作権については、日本年金機構に帰属することとする。
・金額の積算にあたっては、本仕様書の内容に係る全ての経費（校正原稿作成、鮮明な画像形
式のPDFファイル（直接編集できないもの）の作成、納品費用等）を見込むこと。
・印字テストで合格した印字位置と品質が同等のものを納品すること。

【サンプル版の提供】
・校正用に製品サンプル（サンプル版）1枚と鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集でき
ないもの）を7/17（金）までに提出して、原稿の校了を受けること。（原稿の校正の結果、修
正を行う可能性あり。修正を行う場合、詳細な日程は要相談とする。）
・校了後、印字テストを行うため、下記校正担当に製品サンプル（プレ印刷版）30枚と鮮明な
画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）を提出してテストを受け、合格した後に仕
様書に記載の数量の製品を作成すること。（テストの実施には２０営業日程度要する。印字テ
ストは複数回行う可能性あり。印字テストの結果、印字位置の修正を行う可能性あり。）
・納品時に製品サンプル10枚、印影がない製品サンプル10枚、鮮明な画像形式のPDFファイ
ル（直接編集できないもの）を下記校正担当に納品すること。また、PDFファイルについて
は、日本年金機構より貸与するセキュアUSBメモリに格納し、納品すること。

・校正確認等のほか、本調達に係る問い合わせは、全て下記校正担当に行うこと。
・公印を印刷すること。
・印影の借り受けの際、預かり証を提出し印影の貸し出しを行う。
・印影の借り受け後、下記の事項を徹底し管理すること。
（１）今回受注する帳票の作成以外には使用しないこと。
（２）帳票作成の過程で生じた印影の磁気媒体及び資料等、当該業務終了後速やかに廃棄処分
すること。
（３）印影は帳票作成終了後、速やかに返却すること。
・印影の返却の際、印影の磁気媒体等を廃棄処分したことに関する報告書を提出すること。

・仕様書等に関する疑義が生じた場合には、別紙１により質問書を作成し、FAXで令和８年６
月３日（水）１５時までに下記校正担当まで送付すること。 (FAXにて質問書を送付した場
合、電話にてFAXの到着確認を行うこと。)
・質問事項の回答は令和8年6月５日（金）18 時頃までに、日本年金機構ホームページに掲載
する。

その他



品 名 帳票「適用証明書」（日オランダ社会保障協定）

紙 質
上質紙　Ａ判　57.5kg
※グリーン購入法に適合するものであること。（入手が困難な場合を除く。）

用 紙 地 色 白色（白色度80％以上）

刷 色 両面刷：表2色（墨）（赤）、裏１色（墨）

サ イ ズ A4（縦297mm×横210mm）

製 本 なし

梱 包

１帯5０枚。
50帯ごとにクラフト紙で梱包すること。
※梱包した外側２側面に印刷物の名称、数量、製造年月及び製造業者名を印刷（記
載）するか、シールを貼付して表示すること。2側面とは原則として、短辺及び長辺
１箇所ずつである。
※使用する梱包資材については、グリーン購入法に適合するものであること。（入
手が困難な場合を除く。）

数 量 200枚（4帯）

納 品 デ ー タ 鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）

納 期 令和8年12月18日（金）

納 入 場 所 東京都調布市　※詳細は契約時に連絡します

校 正 担 当

〒182-8530　東京都調布市
日本年金機構年金記録企画部年金記録業務室外国記録業務G
電話番号：042-429-2812   担当：伊藤
ＦＡＸ　：042-429-2810
（正式な住所は業者決定後にお知らせします。）

　仕　様　書【印刷物の作成】 

・印刷内容および印刷位置は、添付の見本を参照すること。
・オランダ語の印刷あり。
・正式な原稿は業者決定後5営業日以内に直接編集することができない鮮明な画像形式のPDF
ファイルと紙で提供する。
・公印の印影は紙で提供する。
・原稿の著作権については、日本年金機構に帰属することとする。
・金額の積算にあたっては、本仕様書の内容に係る全ての経費（校正原稿作成、鮮明な画像形
式のPDFファイル（直接編集できないもの）の作成、納品費用等）を見込むこと。
・印字テストで合格した印字位置と品質が同等のものを納品すること。

【サンプル版の提供】
・校正用に製品サンプル（サンプル版）1枚と鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集でき
ないもの）を7/17（金）までに提出して、原稿の校了を受けること。（原稿の校正の結果、修
正を行う可能性あり。修正を行う場合、詳細な日程は要相談とする。）
・校了後、印字テストを行うため、下記校正担当に製品サンプル（プレ印刷版）30枚と鮮明な
画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）を提出してテストを受け、合格した後に仕
様書に記載の数量の製品を作成すること。（テストの実施には２０営業日程度要する。印字テ
ストは複数回行う可能性あり。印字テストの結果、印字位置の修正を行う可能性あり。）
・納品時に製品サンプル10枚、印影がない製品サンプル10枚、鮮明な画像形式のPDFファイ
ル（直接編集できないもの）を下記校正担当に納品すること。また、PDFファイルについて
は、日本年金機構より貸与するセキュアUSBメモリに格納し、納品すること。

・校正確認等のほか、本調達に係る問い合わせは、全て下記校正担当に行うこと。
・公印を印刷すること。
・印影の借り受けの際、預かり証を提出し印影の貸し出しを行う。
・印影の借り受け後、下記の事項を徹底し管理すること。
（１）今回受注する帳票の作成以外には使用しないこと。
（２）帳票作成の過程で生じた印影の磁気媒体及び資料等、当該業務終了後速やかに廃棄処分
すること。
（３）印影は帳票作成終了後、速やかに返却すること。
・印影の返却の際、印影の磁気媒体等を廃棄処分したことに関する報告書を提出すること。

・仕様書等に関する疑義が生じた場合には、別紙１により質問書を作成し、FAXで令和８年６
月３日（水）１５時までに下記校正担当まで送付すること。 (FAXにて質問書を送付した場
合、電話にてFAXの到着確認を行うこと。)
・質問事項の回答は令和8年6月５日（金）18 時頃までに、日本年金機構ホームページに掲載
する。

その他



品 名 帳票「適用証明書」（日チェコ社会保障協定）

紙 質
上質紙　Ａ判　57.5kg
※グリーン購入法に適合するものであること。（入手が困難な場合を除く。）

用 紙 地 色 白色（白色度80％以上）

刷 色 両面刷：表2色（墨）（赤）、裏１色（墨）

サ イ ズ A4（縦297mm×横210mm）

製 本 なし

梱 包

１帯5０枚。
50帯ごとにクラフト紙で梱包すること。
※梱包した外側２側面に印刷物の名称、数量、製造年月及び製造業者名を印刷（記
載）するか、シールを貼付して表示すること。2側面とは原則として、短辺及び長辺
１箇所ずつである。
※使用する梱包資材については、グリーン購入法に適合するものであること。（入
手が困難な場合を除く。）

数 量 100枚（2帯）

納 品 デ ー タ 鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）

納 期 令和8年12月18日（金）

納 入 場 所 東京都調布市　※詳細は契約時に連絡します

校 正 担 当

〒182-8530　東京都調布市
日本年金機構年金記録企画部年金記録業務室外国記録業務G
電話番号：042-429-2812   担当：伊藤
ＦＡＸ　：042-429-2810
（正式な住所は業者決定後にお知らせします。）

　仕　様　書【印刷物の作成】 

・印刷内容および印刷位置は、添付の見本を参照すること。
・チェコ語の印刷あり。
・正式な原稿は業者決定後5営業日以内に直接編集することができない鮮明な画像形式のPDF
ファイルと紙で提供する。
・公印の印影は紙で提供する。
・原稿の著作権については、日本年金機構に帰属することとする。
・金額の積算にあたっては、本仕様書の内容に係る全ての経費（校正原稿作成、鮮明な画像形
式のPDFファイル（直接編集できないもの）の作成、納品費用等）を見込むこと。
・印字テストで合格した印字位置と品質が同等のものを納品すること。

【サンプル版の提供】
・校正用に製品サンプル（サンプル版）1枚と鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集でき
ないもの）を7/17（金）までに提出して、原稿の校了を受けること。（原稿の校正の結果、修
正を行う可能性あり。修正を行う場合、詳細な日程は要相談とする。）
・校了後、印字テストを行うため、下記校正担当に製品サンプル（プレ印刷版）30枚と鮮明な
画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）を提出してテストを受け、合格した後に仕
様書に記載の数量の製品を作成すること。（テストの実施には２０営業日程度要する。印字テ
ストは複数回行う可能性あり。印字テストの結果、印字位置の修正を行う可能性あり。）
・納品時に製品サンプル10枚、印影がない製品サンプル10枚、鮮明な画像形式のPDFファイ
ル（直接編集できないもの）を下記校正担当に納品すること。また、PDFファイルについて
は、日本年金機構より貸与するセキュアUSBメモリに格納し、納品すること。

・校正確認等のほか、本調達に係る問い合わせは、全て下記校正担当に行うこと。
・公印を印刷すること。
・印影の借り受けの際、預かり証を提出し印影の貸し出しを行う。
・印影の借り受け後、下記の事項を徹底し管理すること。
（１）今回受注する帳票の作成以外には使用しないこと。
（２）帳票作成の過程で生じた印影の磁気媒体及び資料等、当該業務終了後速やかに廃棄処分
すること。
（３）印影は帳票作成終了後、速やかに返却すること。
・印影の返却の際、印影の磁気媒体等を廃棄処分したことに関する報告書を提出すること。

・仕様書等に関する疑義が生じた場合には、別紙１により質問書を作成し、FAXで令和８年６
月３日（水）１５時までに下記校正担当まで送付すること。 (FAXにて質問書を送付した場
合、電話にてFAXの到着確認を行うこと。)
・質問事項の回答は令和8年6月５日（金）18 時頃までに、日本年金機構ホームページに掲載
する。

その他



品 名 帳票「適用証明書」（日ブラジル社会保障協定）

紙 質
上質紙　Ａ判　57.5kg
※グリーン購入法に適合するものであること。（入手が困難な場合を除く。）

用 紙 地 色 白色（白色度80％以上）

刷 色 両面刷：表2色（墨）（赤）、裏１色（墨）

サ イ ズ A4（縦297mm×横210mm）

製 本 なし

梱 包

１帯5０枚。
50帯ごとにクラフト紙で梱包すること。
※梱包した外側２側面に印刷物の名称、数量、製造年月及び製造業者名を印刷（記
載）するか、シールを貼付して表示すること。2側面とは原則として、短辺及び長辺
１箇所ずつである。
※使用する梱包資材については、グリーン購入法に適合するものであること。（入
手が困難な場合を除く。）

数 量 300枚（6帯）

納 品 デ ー タ 鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）

納 期 令和8年12月18日（金）

納 入 場 所 東京都調布市　※詳細は契約時に連絡します

校 正 担 当

〒182-8530　東京都調布市
日本年金機構年金記録企画部年金記録業務室外国記録業務G
電話番号：042-429-2812   担当：伊藤
ＦＡＸ　：042-429-2810
（正式な住所は業者決定後にお知らせします。）

　仕　様　書【印刷物の作成】 

・印刷内容および印刷位置は、添付の見本を参照すること。
・ポルトガル語の印刷あり。
・正式な原稿は業者決定後5営業日以内に直接編集することができない鮮明な画像形式のPDF
ファイルと紙で提供する。
・公印の印影は紙で提供する。
・原稿の著作権については、日本年金機構に帰属することとする。
・金額の積算にあたっては、本仕様書の内容に係る全ての経費（校正原稿作成、鮮明な画像形
式のPDFファイル（直接編集できないもの）の作成、納品費用等）を見込むこと。
・印字テストで合格した印字位置と品質が同等のものを納品すること。

【サンプル版の提供】
・校正用に製品サンプル（サンプル版）1枚と鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集でき
ないもの）を7/17（金）までに提出して、原稿の校了を受けること。（原稿の校正の結果、修
正を行う可能性あり。修正を行う場合、詳細な日程は要相談とする。）
・校了後、印字テストを行うため、下記校正担当に製品サンプル（プレ印刷版）30枚と鮮明な
画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）を提出してテストを受け、合格した後に仕
様書に記載の数量の製品を作成すること。（テストの実施には２０営業日程度要する。印字テ
ストは複数回行う可能性あり。印字テストの結果、印字位置の修正を行う可能性あり。）
・納品時に製品サンプル10枚、印影がない製品サンプル10枚、鮮明な画像形式のPDFファイ
ル（直接編集できないもの）を下記校正担当に納品すること。また、PDFファイルについて
は、日本年金機構より貸与するセキュアUSBメモリに格納し、納品すること。

・校正確認等のほか、本調達に係る問い合わせは、全て下記校正担当に行うこと。
・公印を印刷すること。
・印影の借り受けの際、預かり証を提出し印影の貸し出しを行う。
・印影の借り受け後、下記の事項を徹底し管理すること。
（１）今回受注する帳票の作成以外には使用しないこと。
（２）帳票作成の過程で生じた印影の磁気媒体及び資料等、当該業務終了後速やかに廃棄処分
すること。
（３）印影は帳票作成終了後、速やかに返却すること。
・印影の返却の際、印影の磁気媒体等を廃棄処分したことに関する報告書を提出すること。

・仕様書等に関する疑義が生じた場合には、別紙１により質問書を作成し、FAXで令和８年６
月３日（水）１５時までに下記校正担当まで送付すること。 (FAXにて質問書を送付した場
合、電話にてFAXの到着確認を行うこと。)
・質問事項の回答は令和8年6月５日（金）18 時頃までに、日本年金機構ホームページに掲載
する。

その他



品 名 帳票「適用証明書」（日スイス社会保障協定）

紙 質
上質紙　Ａ判　57.5kg
※グリーン購入法に適合するものであること。（入手が困難な場合を除く。）

用 紙 地 色 白色（白色度80％以上）

刷 色 両面刷：表2色（墨）（赤）、裏１色（墨）

サ イ ズ A4（縦297mm×横210mm）

製 本 なし

梱 包

１帯5０枚。
50帯ごとにクラフト紙で梱包すること。
※梱包した外側２側面に印刷物の名称、数量、製造年月及び製造業者名を印刷（記
載）するか、シールを貼付して表示すること。2側面とは原則として、短辺及び長辺
１箇所ずつである。
※使用する梱包資材については、グリーン購入法に適合するものであること。（入
手が困難な場合を除く。）

数 量 100枚（2帯）

納 品 デ ー タ 鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）

納 期 令和8年12月18日（金）

納 入 場 所 東京都調布市　※詳細は契約時に連絡します

校 正 担 当

〒182-8530　東京都調布市
日本年金機構年金記録企画部年金記録業務室外国記録業務G
電話番号：042-429-2812   担当：伊藤
ＦＡＸ　：042-429-2810
（正式な住所は業者決定後にお知らせします。）

　仕　様　書【印刷物の作成】 

・印刷内容および印刷位置は、添付の見本を参照すること。
・英語の印刷あり。
・正式な原稿は業者決定後5営業日以内にテキストデータを直接編集可能なPDFファイル形式
と紙で提供する。
・公印の印影は紙で提供する。
・原稿の著作権については、日本年金機構に帰属することとする。
・金額の積算にあたっては、本仕様書の内容に係る全ての経費（校正原稿作成、鮮明な画像形
式のPDFファイル（直接編集できないもの）の作成、納品費用等）を見込むこと。
・印字テストで合格した印字位置と品質が同等のものを納品すること。

【サンプル版の提供】
・校正用に製品サンプル（サンプル版）1枚と鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集でき
ないもの）を7/17（金）までに提出して、原稿の校了を受けること。（原稿の校正の結果、修
正を行う可能性あり。修正を行う場合、詳細な日程は要相談とする。）
・校了後、印字テストを行うため、下記校正担当に製品サンプル（プレ印刷版）30枚と鮮明な
画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）を提出してテストを受け、合格した後に仕
様書に記載の数量の製品を作成すること。（テストの実施には２０営業日程度要する。印字テ
ストは複数回行う可能性あり。印字テストの結果、印字位置の修正を行う可能性あり。）
・納品時に製品サンプル10枚、印影がない製品サンプル10枚、鮮明な画像形式のPDFファイ
ル（直接編集できないもの）を下記校正担当に納品すること。また、PDFファイルについて
は、日本年金機構より貸与するセキュアUSBメモリに格納し、納品すること。

・校正確認等のほか、本調達に係る問い合わせは、全て下記校正担当に行うこと。
・公印を印刷すること。
・印影の借り受けの際、預かり証を提出し印影の貸し出しを行う。
・印影の借り受け後、下記の事項を徹底し管理すること。
（１）今回受注する帳票の作成以外には使用しないこと。
（２）帳票作成の過程で生じた印影の磁気媒体及び資料等、当該業務終了後速やかに廃棄処分
すること。
（３）印影は帳票作成終了後、速やかに返却すること。
・印影の返却の際、印影の磁気媒体等を廃棄処分したことに関する報告書を提出すること。

・仕様書等に関する疑義が生じた場合には、別紙１により質問書を作成し、FAXで令和８年６
月３日（水）１５時までに下記校正担当まで送付すること。 (FAXにて質問書を送付した場
合、電話にてFAXの到着確認を行うこと。)
・質問事項の回答は令和8年6月５日（金）18 時頃までに、日本年金機構ホームページに掲載
する。

その他



品 名 帳票「適用証明書」（日ハンガリー社会保障協定）

紙 質
上質紙　Ａ判　57.5kg
※グリーン購入法に適合するものであること。（入手が困難な場合を除く。）

用 紙 地 色 白色（白色度80％以上）

刷 色 両面刷：表2色（墨）（赤）、裏１色（墨）

サ イ ズ A4（縦297mm×横210mm）

製 本 なし

梱 包

１帯5０枚。
50帯ごとにクラフト紙で梱包すること。
※梱包した外側２側面に印刷物の名称、数量、製造年月及び製造業者名を印刷（記
載）するか、シールを貼付して表示すること。2側面とは原則として、短辺及び長辺
１箇所ずつである。
※使用する梱包資材については、グリーン購入法に適合するものであること。（入
手が困難な場合を除く。）

数 量 100枚（2帯）

納 品 デ ー タ 鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）

納 期 令和8年12月18日（金）

納 入 場 所 東京都調布市　※詳細は契約時に連絡します

校 正 担 当

〒182-8530　東京都調布市
日本年金機構年金記録企画部年金記録業務室外国記録業務G
電話番号：042-429-2812   担当：伊藤
ＦＡＸ　：042-429-2810
（正式な住所は業者決定後にお知らせします。）

　仕　様　書【印刷物の作成】 

・印刷内容および印刷位置は、添付の見本を参照すること。
・ハンガリー語の印刷あり。
・正式な原稿は業者決定後5営業日以内に直接編集することができない鮮明な画像形式のPDF
ファイルと紙で提供する。
・公印の印影は紙で提供する。
・原稿の著作権については、日本年金機構に帰属することとする。
・金額の積算にあたっては、本仕様書の内容に係る全ての経費（校正原稿作成、鮮明な画像形
式のPDFファイル（直接編集できないもの）の作成、納品費用等）を見込むこと。
・印字テストで合格した印字位置と品質が同等のものを納品すること。

【サンプル版の提供】
・校正用に製品サンプル（サンプル版）1枚と鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集でき
ないもの）を7/17（金）までに提出して、原稿の校了を受けること。（原稿の校正の結果、修
正を行う可能性あり。修正を行う場合、詳細な日程は要相談とする。）
・校了後、印字テストを行うため、下記校正担当に製品サンプル（プレ印刷版）30枚と鮮明な
画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）を提出してテストを受け、合格した後に仕
様書に記載の数量の製品を作成すること。（テストの実施には２０営業日程度要する。印字テ
ストは複数回行う可能性あり。印字テストの結果、印字位置の修正を行う可能性あり。）
・納品時に製品サンプル10枚、印影がない製品サンプル10枚、鮮明な画像形式のPDFファイ
ル（直接編集できないもの）を下記校正担当に納品すること。また、PDFファイルについて
は、日本年金機構より貸与するセキュアUSBメモリに格納し、納品すること。

・校正確認等のほか、本調達に係る問い合わせは、全て下記校正担当に行うこと。
・公印を印刷すること。
・印影の借り受けの際、預かり証を提出し印影の貸し出しを行う。
・印影の借り受け後、下記の事項を徹底し管理すること。
（１）今回受注する帳票の作成以外には使用しないこと。
（２）帳票作成の過程で生じた印影の磁気媒体及び資料等、当該業務終了後速やかに廃棄処分
すること。
（３）印影は帳票作成終了後、速やかに返却すること。
・印影の返却の際、印影の磁気媒体等を廃棄処分したことに関する報告書を提出すること。

・仕様書等に関する疑義が生じた場合には、別紙１により質問書を作成し、FAXで令和８年６
月３日（水）１５時までに下記校正担当まで送付すること。 (FAXにて質問書を送付した場
合、電話にてFAXの到着確認を行うこと。)
・質問事項の回答は令和8年6月５日（金）18 時頃までに、日本年金機構ホームページに掲載
する。

その他



品 名 帳票「適用証明書」（日インド社会保障協定）

紙 質
上質紙　Ａ判　57.5kg
※グリーン購入法に適合するものであること。（入手が困難な場合を除く。）

用 紙 地 色 白色（白色度80％以上）

刷 色 両面刷：表2色（墨）（赤）、裏１色（墨）

サ イ ズ A4（縦297mm×横210mm）

製 本 なし

梱 包

１帯5０枚。
50帯ごとにクラフト紙で梱包すること。
※梱包した外側２側面に印刷物の名称、数量、製造年月及び製造業者名を印刷（記
載）するか、シールを貼付して表示すること。2側面とは原則として、短辺及び長辺
１箇所ずつである。
※使用する梱包資材については、グリーン購入法に適合するものであること。（入
手が困難な場合を除く。）

数 量 2,400枚（48帯）

納 品 デ ー タ 鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）

納 期 令和8年12月18日（金）

納 入 場 所 東京都調布市　※詳細は契約時に連絡します

校 正 担 当

〒182-8530　東京都調布市
日本年金機構年金記録企画部年金記録業務室外国記録業務G
電話番号：042-429-2812   担当：伊藤
ＦＡＸ　：042-429-2810
（正式な住所は業者決定後にお知らせします。）

　仕　様　書【印刷物の作成】 

・印刷内容および印刷位置は、添付の見本を参照すること。
・ヒンディー語、英語の印刷あり。
・正式な原稿は業者決定後5営業日以内に直接編集することができない鮮明な画像形式のPDF
ファイルと紙で提供する。
・公印の印影は紙で提供する。
・原稿の著作権については、日本年金機構に帰属することとする。
・金額の積算にあたっては、本仕様書の内容に係る全ての経費（校正原稿作成、鮮明な画像形
式のPDFファイル（直接編集できないもの）の作成、納品費用等）を見込むこと。
・印字テストで合格した印字位置と品質が同等のものを納品すること。

【サンプル版の提供】
・校正用に製品サンプル（サンプル版）1枚と鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集でき
ないもの）を7/17（金）までに提出して、原稿の校了を受けること。（原稿の校正の結果、修
正を行う可能性あり。修正を行う場合、詳細な日程は要相談とする。）
・校了後、印字テストを行うため、下記校正担当に製品サンプル（プレ印刷版）30枚と鮮明な
画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）を提出してテストを受け、合格した後に仕
様書に記載の数量の製品を作成すること。（テストの実施には２０営業日程度要する。印字テ
ストは複数回行う可能性あり。印字テストの結果、印字位置の修正を行う可能性あり。）
・納品時に製品サンプル10枚、印影がない製品サンプル10枚、鮮明な画像形式のPDFファイ
ル（直接編集できないもの）を下記校正担当に納品すること。また、PDFファイルについて
は、日本年金機構より貸与するセキュアUSBメモリに格納し、納品すること。

・校正確認等のほか、本調達に係る問い合わせは、全て下記校正担当に行うこと。
・公印を印刷すること。
・印影の借り受けの際、預かり証を提出し印影の貸し出しを行う。
・印影の借り受け後、下記の事項を徹底し管理すること。
（１）今回受注する帳票の作成以外には使用しないこと。
（２）帳票作成の過程で生じた印影の磁気媒体及び資料等、当該業務終了後速やかに廃棄処分
すること。
（３）印影は帳票作成終了後、速やかに返却すること。
・印影の返却の際、印影の磁気媒体等を廃棄処分したことに関する報告書を提出すること。

・仕様書等に関する疑義が生じた場合には、別紙１により質問書を作成し、FAXで令和８年６
月３日（水）１５時までに下記校正担当まで送付すること。 (FAXにて質問書を送付した場
合、電話にてFAXの到着確認を行うこと。)
・質問事項の回答は令和8年6月５日（金）18 時頃までに、日本年金機構ホームページに掲載
する。

その他



品 名 帳票「適用証明書」（日フィリピン社会保障協定）

紙 質
上質紙　Ａ判　57.5kg
※グリーン購入法に適合するものであること。（入手が困難な場合を除く。）

用 紙 地 色 白色（白色度80％以上）

刷 色 両面刷：表2色（墨）（赤）、裏１色（墨）

サ イ ズ A4（縦297mm×横210mm）

製 本 なし

梱 包

１帯5０枚。
50帯ごとにクラフト紙で梱包すること。
※梱包した外側２側面に印刷物の名称、数量、製造年月及び製造業者名を印刷（記
載）するか、シールを貼付して表示すること。2側面とは原則として、短辺及び長辺
１箇所ずつである。
※使用する梱包資材については、グリーン購入法に適合するものであること。（入
手が困難な場合を除く。）

数 量 1,300枚（26帯）

納 品 デ ー タ 鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）

納 期 令和8年12月18日（金）

納 入 場 所 東京都調布市　※詳細は契約時に連絡します

校 正 担 当

〒182-8530　東京都調布市
日本年金機構年金記録企画部年金記録業務室外国記録業務G
電話番号：042-429-2812   担当：伊藤
ＦＡＸ　：042-429-2810
（正式な住所は業者決定後にお知らせします。）

　仕　様　書【印刷物の作成】 

・印刷内容および印刷位置は、添付の見本を参照すること。
・英語の印刷あり。
・正式な原稿は業者決定後5営業日以内に直接編集することができない鮮明な画像形式のPDF
ファイルと紙で提供する。
・公印の印影は紙で提供する。
・原稿の著作権については、日本年金機構に帰属することとする。
・金額の積算にあたっては、本仕様書の内容に係る全ての経費（校正原稿作成、鮮明な画像形
式のPDFファイル（直接編集できないもの）の作成、納品費用等）を見込むこと。
・印字テストで合格した印字位置と品質が同等のものを納品すること。

【サンプル版の提供】
・校正用に製品サンプル（サンプル版）1枚と鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集でき
ないもの）を7/17（金）までに提出して、原稿の校了を受けること。（原稿の校正の結果、修
正を行う可能性あり。修正を行う場合、詳細な日程は要相談とする。）
・校了後、印字テストを行うため、下記校正担当に製品サンプル（プレ印刷版）30枚と鮮明な
画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）を提出してテストを受け、合格した後に仕
様書に記載の数量の製品を作成すること。（テストの実施には２０営業日程度要する。印字テ
ストは複数回行う可能性あり。印字テストの結果、印字位置の修正を行う可能性あり。）
・納品時に製品サンプル10枚、印影がない製品サンプル10枚、鮮明な画像形式のPDFファイ
ル（直接編集できないもの）を下記校正担当に納品すること。また、PDFファイルについて
は、日本年金機構より貸与するセキュアUSBメモリに格納し、納品すること。

・校正確認等のほか、本調達に係る問い合わせは、全て下記校正担当に行うこと。
・公印を印刷すること。
・印影の借り受けの際、預かり証を提出し印影の貸し出しを行う。
・印影の借り受け後、下記の事項を徹底し管理すること。
（１）今回受注する帳票の作成以外には使用しないこと。
（２）帳票作成の過程で生じた印影の磁気媒体及び資料等、当該業務終了後速やかに廃棄処分
すること。
（３）印影は帳票作成終了後、速やかに返却すること。
・印影の返却の際、印影の磁気媒体等を廃棄処分したことに関する報告書を提出すること。

・仕様書等に関する疑義が生じた場合には、別紙１により質問書を作成し、FAXで令和８年６
月３日（水）１５時までに下記校正担当まで送付すること。 (FAXにて質問書を送付した場
合、電話にてFAXの到着確認を行うこと。)
・質問事項の回答は令和8年6月５日（金）18 時頃までに、日本年金機構ホームページに掲載
する。

その他



品 名 帳票「適用証明書」（日オーストリア社会保障協定）

紙 質
上質紙　Ａ判　57.5kg
※グリーン購入法に適合するものであること。（入手が困難な場合を除く。）

用 紙 地 色 白色（白色度80％以上）

刷 色 両面刷：表2色（墨）（赤）、裏１色（墨）

サ イ ズ A4（縦297mm×横210mm）

製 本 なし

梱 包

１帯5０枚。
50帯ごとにクラフト紙で梱包すること。
※梱包した外側２側面に印刷物の名称、数量、製造年月及び製造業者名を印刷（記
載）するか、シールを貼付して表示すること。2側面とは原則として、短辺及び長辺
１箇所ずつである。
※使用する梱包資材については、グリーン購入法に適合するものであること。（入
手が困難な場合を除く。）

数 量 200枚（4帯）

納 品 デ ー タ 鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）

納 期 令和8年12月18日（金）

納 入 場 所 東京都調布市　※詳細は契約時に連絡します

校 正 担 当

〒182-8530　東京都調布市
日本年金機構年金記録企画部年金記録業務室外国記録業務G
電話番号：042-429-2812   担当：伊藤
ＦＡＸ　：042-429-2810
（正式な住所は業者決定後にお知らせします。）

仕　様　書【印刷物の作成】 

・印刷内容および印刷位置は、添付の見本を参照すること。
・ドイツ語の印刷あり。
・正式な原稿は業者決定後5営業日以内にテキストデータを直接編集可能なPDFファイル形式
と紙で提供する。
・公印の印影は紙で提供する。
・原稿の著作権については、日本年金機構に帰属することとする。
・金額の積算にあたっては、本仕様書の内容に係る全ての経費（校正原稿作成、鮮明な画像形
式のPDFファイル（直接編集できないもの）の作成、納品費用等）を見込むこと。
・印字テストで合格した印字位置と品質が同等のものを納品すること。

【サンプル版の提供】
・校正用に製品サンプル（サンプル版）1枚と鮮明な画像形式のPDFファイル（直接編集でき
ないもの）を7/17（金）までに提出して、原稿の校了を受けること。（原稿の校正の結果、修
正を行う可能性あり。修正を行う場合、詳細な日程は要相談とする。）
・校了後、印字テストを行うため、下記校正担当に製品サンプル（プレ印刷版）30枚と鮮明な
画像形式のPDFファイル（直接編集できないもの）を提出してテストを受け、合格した後に仕
様書に記載の数量の製品を作成すること。（テストの実施には２０営業日程度要する。印字テ
ストは複数回行う可能性あり。印字テストの結果、印字位置の修正を行う可能性あり。）
・納品時に製品サンプル10枚、印影がない製品サンプル10枚、鮮明な画像形式のPDFファイ
ル（直接編集できないもの）を下記校正担当に納品すること。また、PDFファイルについて
は、日本年金機構より貸与するセキュアUSBメモリに格納し、納品すること。

・校正確認等のほか、本調達に係る問い合わせは、全て下記校正担当に行うこと。
・公印を印刷すること。
・印影の借り受けの際、預かり証を提出し印影の貸し出しを行う。
・印影の借り受け後、下記の事項を徹底し管理すること。
（１）今回受注する帳票の作成以外には使用しないこと。
（２）帳票作成の過程で生じた印影の磁気媒体及び資料等、当該業務終了後速やかに廃棄処分
すること。
（３）印影は帳票作成終了後、速やかに返却すること。
・印影の返却の際、印影の磁気媒体等を廃棄処分したことに関する報告書を提出すること。

・仕様書等に関する疑義が生じた場合には、別紙１により質問書を作成し、FAXで令和８年６
月３日（水）１５時までに下記校正担当まで送付すること。 (FAXにて質問書を送付した場
合、電話にてFAXの到着確認を行うこと。)
・質問事項の回答は令和8年6月５日（金）18 時頃までに、日本年金機構ホームページに掲載
する。

その他
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2 日本国における事業所／Place of work in Japan

事 業 所 名／Name of company

所 在 地／Address

3 連合王国における事業所／Place of work in U.K.

事 業 所 名／Name of company

所 在 地／Address

連合王国で就労する被用者／自営業者の
ための日本国公的年金各法の適用に関す
る証明書

・協定第４条、第５条、第６条、第７条
及び第８条

・行政取決め第３条１及び第５条

C e r t i f i c a t e  o f  c o n t i n u i n g  c o v e r a g e  u n d e r  l e g i s l a t i o n
c o n c e r n i n g  t h e  J a p a n e s e  p u b l i c  p e n s i o n s  s y s t e m s  f o r
p e o p l e  w o r k i n g  i n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  o f  G r e a t  B r i t a i n
a n d  N o r t h e r n  I r e l a n d
・Articles 4,5,6,7 and 8 of the Agreement

・Articles 3.1 and 5 of the Administrative Arrangements

1   被用者／Eｍployee	   自営業者／Self-employed person

氏／Surname	 名／Forename	 生年月日／Date of birth

（ローマ字／ In the Latin alphabet）

日本国における住所／Permanent Japan address

基礎年金番号／Basic Pension Number

4 証明／Certification

上 記 １ に あ げ ら れ た 者 は 、 協 定 の 下 記 事 項 に 従 い 、 日 本 国 の 年 金 制 度 に 関 す る 法 律 （ 協 定 第 ２ 条 １ ( a ) ）
の 適 用 を 受 け る 。 ／  T h e  w o r k e r  n a m e d  1  i s  c o v e r e d  b y  t h e  l e g i s l a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  J a p a n e s e 
p e n s i o n s  s y s t e m s  ( A r t .  2 .  1  ( a )  o f  t h e  A g r e e m e n t ) ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  A r t i c l e  o f 
t h e  A g r e e m e n t  .

期 間／The period
(Year) (Month) (Day) (Year) (Month) (Day)

年 月 日 ～ 年 月 日

4. 2 4. 3 4. 4 5. 1 5. 2 6 7. 2 8. 1

5 連絡機関／Liaison agency

		 日本年金機構（Japan Pension Service)
名 称／Name

日本年金機構	 年金記録業務室長	 印／Stamp
所 在 地／Address

東京都杉並区高井戸西３－５－２４

年 月 日／Date
(Year) (Month) (Day)

年 月 日

(Year) (Month) (Day)
年 月 日

社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定
Agreement between Japan and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Social Security

印

amtif
長方形



（注意事項）

1．�この証明書は、あなたが国民年金又は厚生年金保険に継続して適用されていることを

証明するものです。証明期間中、連合王国年金法令の適用が免除される根拠となりま

すので大切に保管してください。

2．連合王国の当局から証明書の提示を求められたときは、提示してください。

3．�この証明書を紛失又はき損したときは、直ちに、この証明書を発給した年金事務所に

再交付の申請をしてください。

4．�この証明書の記載内容に変更が生じたときは、直ちに、この証明書を発給した年金事

務所にお知らせください。

5．�不測の事情により派遣（就労）期間が延長されるときは、この証明書を発給した年金

事務所にご相談ください。

6．�この証明書の証明期間を超えて連合王国の領域内で就労するときは、連合王国年金法

令による保険料の納付義務が発生します。

7．�厚生年金保険の被保険者が、前項に該当したときは当該被保険者の資格を喪失するこ

とになりますが、日本年金機構理事長に申し出て厚生年金保険に特例加入することが

できます。詳しくは、この証明書を発給した年金事務所にご相談ください。





 

 

 

 

 



２ 日本国における事業所／Place of work in Japan

事 業 所 名／Name of company

所 在 地／Address

３ 合衆国における事業所／ Place of work in the United States

事 業 所 名／Name of company

所 在 地／Address

日本国の公的年金及び公的医療保険
各法の適用に関する証明書

・協定第４条
・行政取決め第４条

Certificate of continuing coverage under legislation 
concerning the Japanese public pension systems 
and the Japanese health insurance systems

・Article 4 of the Agreement
・Article 4 of the Administrative Arrangement

１ 　被用者／Eｍployee	 　自営業者／Self-employed person

氏／Surname	 名／Forename	 生年月日／Date of  birth

（ローマ字／ In the Latin alphabet）

日本国における住所／Permanent Japan address

基礎年金番号／Basic Pension Number

４ 証明／Certification

上記１に氏名のある労働者は日本の公的年金制度及び日本の公的医療保険制度（協定第２条１）について法の 
適用を受けており、協定の以下の条項に従って、退職年金、遺族年金、障害年金及びメディケアについて合 
衆国の法規から免除される。／ The worker named in 1 is covered by the legislation concerning the 
Japanese public pensions systems and the Japanese public health insurance systems (Article 2.1 of the 
Agreement) and is exempt from U.S. laws with respect to Retirement, Survivors, Disability and Medicare 
in accordance with the following Article of the Agreement.

期 間／The period

4.1 4.2 4.4 4.5 4.6 4.7(C) 4.8

５ 連絡機関／Liaison agency

名 称／Name		 日本年金機構	 年金記録業務室長 印／Stamp

所 在 地／Address

東京都杉並区高井戸西３－５－２４
年 月 日／Date

Ｊ／ＵＳＡ６

(Year) (Month) (Day)
年 月 日

(Year) (Month) (Day) (Year) (Month) (Day)
年 月 日 ～ 年 月 日

(Year) (Month) (Day)
年 月 日

社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定
Agreement between Japan and the United States of America on Social Security

印

amtif
長方形



（注意事項）

１．この証明書を受け取りましたら、氏名の「ローマ字」欄を記入してください。

２． この証明書は、あなたが日本の公的年金制度及び公的医療保険制度に継続し
て適用されていることを証明するものです。
この証明書の証明期間中、アメリカ合衆国の社会保障制度が免除される根拠
となりますので、大切に保管してください。

３．�この証明書を紛失またはき損したときは、直ちに、この証明書の交付申請を
した年金事務所に再交付の申請をしてください。

４．�この証明書の記載内容に変更が生じたときは、直ちに、この証明書の交付申
請をした年金事務所にお知らせください。

５．�この証明書の証明期間が、不測の事情により延長となるときは、この証明書
の交付申請をした年金事務所にご相談ください。



印

amtif
長方形





印

amtif
長方形





社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定
Agreement on Social Security between Japan and Australia

オーストラリアで就労する被用者のための日本国の公的年金各法の適用に関する証明書
Certificate of continuing coverage under legislation concerning the Japanese public pension systems for
people working in Australia

・協定第7、 8、 9、 及び第11条
・行政取決め第3項

/ Articles 7，8，9，and 11 of the Agreement 
/ Section 3 of the Administrative Arrangement

1  被用者/Eｍployee

		 生年月日 / Date of birth
年/Y	 月/M	 日/D

氏 / Last Name 名 / First Name 

(ロ一マ字 / Roman letters)

日本国における住所 / Permanent Japan address

基礎年金番号 / Basic Pension Number in Japan

J/AUS 101

２ 日本国における事業所 / Place of work in Japan

事 業 所 名 / Name of company

所 在 地 / Address

３ オース卜ラリアにおける事業所 / Place of work in Australia

事 業 所 名  / Name of employer

所 在 地  / Address

４ 証明 / Certification

上記1にあげられた者は、次の協定条文に該当するため、以下の期間、日本の公的年金制度(協定第2条2)の法の
適用を受ける。当該証明書は、派遣期間中の当該被用者の就労に関して、当該雇用者がオーストラリアの退職年金保
障法令の適用が免除される根拠となる。
The worker named in 1 is covered by the legislation concerning the Japanese public pension systems (Article2.2 of  
the Agreement),in accordance with the following Article of the Agreement.Therefore,in accordance with the 
Agreement,this will be evidence that the Australian employer is exempt from the Australian superannuation 
guarantee legislation in respect of the work undertaken by the employee during the secondment period.
該当条文/Article

期 間 / The period
年 / Y 月 / M 日 / D ～ 年 / Y 月 / M 日 / D

５ 連絡機関 / Liaison agency

名 称 / Name	 日本年金機構	 年金記録業務室長	 印 /Seal
所 在 地 / Address	 東京都杉並区高井戸西３－５－２４
証 明 日 / Date 年 / Y 月 / M 日 / D

印

amtif
長方形



(　注　意　事　項　)

1. この証明書は、あなたが日本の公的年金制度に継続して適用されている
ことを証明するものです。
　この証明書は、証明期間中、協定に規定されるオーストラリアの退職年
金保障法令の適用が免除される根拠となりますので、オーストラリアへ赴
任の際に持参のうえ、大切に保管してください。

2. 派遣先のオーストラリアの事業所へ証明書を提示してください。

3. この証明書を紛失またはき損したときは、直ちに、日本の事業主の方を
通じて、この証明書の交付の申請をした年金事務所に再交付の申請をして
ください。

4. この証明書の記載内容に変更が生じたときは、直ちに、日本の事業主の
方を通じて、この証明書の交付の申請をした年金事務所にお知らせくださ
い。



印

amtif
長方形



 

/ Gezinsleden die de verzekerde vergezellen 

/ Naam / Voornamen / Geboortedatum / Relatie 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

、



印

amtif
長方形





印

amtif
長方形





1  被用者 / Eｍployee	  自営業者 / Self－employed person

氏 / Last Name	 名 / First Name		  生年月日 / Date of birth
年/Y	 月/M	 日/D

(ローマ字 / Roman letters)

日本国における住所 / Permanent Japan address

基礎年金番号 / Basic Pension Number

２ 日本国における事業所 / Place of work in Japan

事 業 所 名 / Name of company

所 在 地 / Address

社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定
AGREEMENT BETWEEN JAPAN AND THE SWISS CONFEDERATION ON SOCIAL SECURITY

スイスで就労する被用者／自営業者のための日本国公的年金及び医療保険各法の適用に関する証明書
Certificate of continuing coverage under legislation concerning the Japanese public pension and health
insurance systems for people working in Switzerland

・協定第7条, 8条, 9条2, 又は10条	/ Article 7, 8, 9.2, or 10 of the Agreement
・行政取決め第3条 / Article 3 of the Administrative Arrangement

JP/CH 101

３ スイスにおける事業所 / Place of work in Switzerland

事 業 所 名 / Name of company

所 在 地 / Address

４ 証明 / Certification

上記 1 にあげられた者は、次の協定条文に該当するため、以下の期間、日本の公的年金及び医療保険制度 
（協定 2 条 2）について法の適用を受ける。/The worker named in 1 is covered by the legislation concerning the  
Japanese public pension and health insurance systems (Article 2.2 of the Agreement), in accordance with the  
following Article of the Agreement.

該当条文 / Article

期　　間 / The period
年 / Y 月 / M 日 / D ～ 年 / Y 月 / M 日 / D

５ 連絡機関 / Liaison agency

名 称 / Name	 日本年金機構	 年金記録業務室長	 印 / Stamp
所 在 地 / Address	 東京都杉並区高井戸西３－５－２４
年 月 日 / Date 年 / Y 月 / M 日 / D

印

amtif
長方形



（　注　意　事　項　）

１．　�　この証明書は、あなたが日本の公的年金制度及び公的医療保険制度に継続して
適用されていることを証明するものです。

　�　この証明書は、証明期間中、協定に規定されるスイスの社会保障制度の適用が
免除される根拠となりますので、大切に保管してください。

２．　�　派遣先のスイスの事業所へ証明書の写しを提出してください。スイスの当局か
ら証明書の提示を求められたときは、提示してください。

３．　�　この証明書を紛失またはき損したとき、もしくは記載内容に変更が生じたとき
は、直ちに、この証明書の交付申請をした年金事務所等に再交付の申請をしてく
ださい。

４．　�　この証明書の証明期間が、不測の事情により延長となるときは、証明期間が終
了する前に、この証明書の交付申請をした年金事務所等にご相談ください。



bmpst
テキストボックス
印






印

amtif
長方形





JP/PH101 

社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定
AGREEMENT BETWEEN JAPAN AND THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON SOCIAL SECURITY 

フィリピンで就労する被用者／自営業者のための日本国公的年金の適用に関する証明書
Certificate of continuing coverage under legislation concerning the Japanese public pension systems for 
people working in the Philippines 

・協定第7条， 8条2,又は9条／Article7, 8.2, or 9 of the Agreement 
・行政取決め第3条/Article 3 of the Administrative Arrangement 

□被用者/Employee
氏／LastName 名／FirstName 

［二自営業者/Self-employedpe『son

生年月日／Dateof Birth 
年1Y 月／M 日／D

（ローマ字／inRoman letters) 

日本国における住所／Permanentaddress in Japan 

日本の基礎年金番号／JapaneseBasic Pension Number 

日本国における事業所/Placeof work in Japan 

事業所名／Nameof company 

所在地／J¥ddress

3 Iフィリピンにおける事業所/Placeof work in the Philippines 

事業所名／Nameof company 

所在地／Address

4 I証明/Certification

上記1にあげられた者は、次の協定条文に該当するため、以下の期間、日本の公的年金制度（協定第2条1)につ

いて法の適用を受ける。／Theworker named in 1 is covered by the legislation concerning the Japanese public 
pension systems (Article 2.1 of the Agreement) for the period as below, in accordance with the following Article of 
the Agreement. 

該当条文／Article

期間／Theperiod 

年／Y 月／M 日／D 年／Y 月／M 日／D

日本の連絡機関/Japaneseliaison agency 

名 称／Name 日本年金機構 年金記録業務室長 印／Stamp

所在地／Address

年月日／Date

東京都杉並区高井戸西3-5-24

年／Y 月／M 日／D

bmpst
テキストボックス
印




（注意事項）

1. この証明書は、あなたが日本の公的年金制度に継続して適用されていることを証明す

るものです。

この証明書は、表面4に記載されている証明期間中、フィリヒ°ンの公的年金制度の適

用が免除される根拠となりますので、大切に保管してください。

2. 派遣先のフィリヒ°ンの事業所へ証明書の写しを提出してください。フィリヒ°ンの当局

から証明書の提示を求められたときは、提示してください。

3. この証明書を紛失またはき損したとき、もしくは記載内容に変更が生じたときは、直

ちに、この証明書の交付申請をした年金事務所等に再交付の申請をしてください。

4. この証明書の証明期間が、不測の事情により延長となるときは、証明期間が終了する

前に、この証明書の交付申請をした年金事務所等にご相談ください。

5. この証明書により、フィリヒ ン゚の法令のもとで年金制度と一体的に運用されている労

Note: 

働災害に起因する給付（労災保険制度）についても適用されなくなります。そのため、

派遣期間中はフィリヒ°ン及び日本のいずれの国においても強制的な労災保険制度が適用

されない状態となります。

フィリヒ ン゚ヘの派遣期間中は、日本国内の使用者に使用されている海外に派遣される

被用者は、日本の労災保険制度の特別加入制度、または民間の労働災害に対する保険に

加入することにより、労働災害に対する備えとなります。

日本の労災保険制度の特別加入制度に関するお問い合わせは、厚生労働省労働基準局

労災管理課までお願いします。

電話 03-5253-1111 （内線5436)

1. This certificate is to certify that you are continuously covered under the Japanese public pension systems. 
This is evidence proving that you are exempt from the legislation on compulsory coverage of the Philippines 
for the period specified in 4 in the front page. You should keep it at hand. 
2. Please submit a photocopy of this certificate to the office you work in the Philippines. In case you are 
requested to present the certificate by an authority in the Philippines, please do so. 
3. In case that you lost or accidentally tear this certificate or there is any change in the contents, you or your 
employer in Japan should immediately submit an application for re-issuing or updating this certificate to the 
Branch Office of the Japan Pension Service in Japan. 
4. In case that the period of detachment specified in the certificate needs to be extended for unexpected reasons, 
you or your employer should consult with the Branch Office of the Japan Pension Service in Japan which 
issued this certificate. 
5. By presenting this certificate, those who are temporally detached from Japan to Philippines in line with the 
Agreement will be exempt from not only pension schemes but also work accident insurance in the Philippines. 
Accordingly, you will not be covered by any compulsory work accident insurance of either Japan or the 
Philippines during your detachment period. It would be advisable for you to have voluntary work accident 
insurance under the legislation of Japan or an alternative private insurance in order to prepare for work 
accident during your detachment periods in the Philippines. If you have any question concerning voluntary 
work accident insurance under the legislation of Japan, please contact Labour Insurance Contribution Levy 
Division, Labour Standard Bureau, the Ministry of Health, Labour and Welfare. Tel 03-5253-1111 
(extension 5436) 



J/A 1 

社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定 

SOZIALVERSICHERUNGSABKOMMEN ZWISCHEN JAPAN UND DER REPUBLIK ÖSTERREICH 
 
オーストリアで就労する被用者/自営業者のための日本国公的年金各法及び医療保険各法の適用に関する 
証明書 
Bescheinigung über die Weiterversicherung nach den Rechtsvorschriften des japanischen Pensions- und 
Krankenversicherungssystems für Personen, die in Österreich arbeiten 

 
・ 協定第 7 条, 第 8 条, 第 9 条 2 及び第 10 条 / Artikel 7, 8, 9.2 und 10 des Abkommens 
・ 行政取決め第 3 条 / Artikel 3 der Durchführungsvereinbarung 

 
１       被用者 / Unselbständig erwerbstätig     自営業者 / Selbständig erwerbstätig 

氏  / Familienname               名  / Vorname                                 生年月日 / Geburtsdatum 

                                                                         年/J             月/M             日/T 
（ローマ字 / in lateinischer Schrift） 
                                                                                                                            
日本国における住所 / Ständiger Wohnsitz in Japan 
 

                                                                                                                            
日本の基礎年金番号 / Japanische Basisrentennummer 

                                 

                                 
２ 日本国における事業所 / Arbeitsplatz in Japan 

事  業  所  名 / Name oder Firmenname 
                                                                                                                  

所    在    地  / Anschrift 
 
                                                                                                                            

 

３ オーストリアにおける事業所 / Arbeitsplatz in Österreich 
 事  業  所  名 / Name oder Firmenname 
 
                                                                                                                
 所    在    地  / Anschrift 
 
                                                                                                                            

 

４ 証明 / Bescheinigung 
上記１にあげられた者は、次の協定条文に該当するため、以下の期間、日本の公的年金（協定第２条２（ａ））及び
医療保険（協定第２条２（ｂ））について法の適用を受ける。/ 
Die in Punkt 1 angeführte versicherte Person ist gemäß den nachfolgenden Artikeln des Abkommens für den unten 
angeführten Zeitraum nach den gesetzlichen Bestimmungen des japanischen staatlichen Pensions- und 
Gesundheitssystems (Artikel 2.2 (a) und (b) des Abkommens) versichert.  

 

該 当 条 文 / Artikel 

                            
期    間 / Zeitraum 

      年/J         月/M         日/T    ～               年/J        月/M         日/T   

 

５ 日本の連絡機関 / Japanische Verbindungsstelle 

 名          称  / Name                                                                                                                    印  / Stempel  

 所    在    地  / Anschrift                                                                                                                                          

年    月    日  / Datum                                                    年/J        月/M         日/T   

日本年金機構  年金記録業務室長 

東京都杉並区高井戸西３－５－２４ 
印 



 

【参考 / Referenz】オーストリアの社会保障番号/ Österreichische Sozialversicherungsnummer 

オーストリアの社会保障番号（10桁）を持っている場合は以下に記入してください。 
Wenn Sie eine österreichische Sozialversicherungsnummer (10-stellig) haben, tragen Sie bitte diese Nummer ein: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmerkungen: 

1. Diese Bescheinigung dient als Bestätigung, dass Sie in Japan ohne Unterbrechung im Rahmen der 
gesetzlichen Pensions- und Krankenversicherung versichert sind. Sie ist ein Nachweis dafür, dass Sie in dem 
unter Punkt 4 auf der Vorderseite angeführten Zeitraum von der Versicherungspflicht gemäß den 
Bestimmungen der österreichischen Pensions- und Arbeitslosenversicherung befreit sind. Bitte bewahren Sie 
diese Bescheinigung griffbereit auf. 
Hinweis: Wenn Sie unter Artikel 8 des Abkommens – wie unter Punkt 4 auf der Vorderseite angegeben – fallen, sind Sie auch von 
den gesetzlichen Bestimmungen der Kranken- und Unfallversicherung in Österreich befreit. 

2. Bitte nehmen Sie diese Bescheinigung mit, um die erforderlichen Schritte bei der zuständigen österreichischen 
Krankenkasse durchzuführen. 

3. Falls Sie diese Bescheinigung verlieren oder versehentlich beschädigen, oder wenn es zu Änderungen in den 
Angaben kommt, müssen Sie oder Ihr Arbeitgeber unverzüglich in Japan einen Antrag auf Neuausstellung oder 
Aktualisierung der Bescheinigung bei einer Zweigstelle des japanischen Pensionsservice stellen. 

4. Wenn die in der Bescheinigung angegebene Entsendungsdauer aus unvorhergesehenen Gründen verlängert 
wird, müssen Sie oder Ihr Arbeitgeber mit der Zweigstelle des japanischen Pensionsservice in Japan, die die 
Bescheinigung ausgestellt hat, Kontakt aufnehmen. 

5. Wenn Sie eine österreichische Sozialversicherungsnummer haben, füllen Sie bitte nach Erhalt der 
Bescheinigung das Feld [Referenz] auf dieser Seite aus. 

 

（ 注 意 事 項 ） 

１． この証明書は、あなたが日本の公的年金制度及び医療保険制度に継続して適用されていること

を証明するものです。 
この証明書は、表面４に記載されている証明期間中、オーストリアの年金保険及び失業保険に

関する法令の適用が免除される根拠となりますので、大切に保管してください。（※） 
※表面４に記載されている協定の該当条文が第８条の場合は、オーストリアの疾病保険及び災害保険に

関する法令の適用が免除される根拠にもなります。 

２． この証明書を管轄のオーストリア疾病保険機関に持参の上、所要の手続きをしてください。 

３． この証明書を紛失又はき損したとき、もしくは記載内容に変更が生じたときは、直ちに、この

証明書の交付申請をした年金事務所等に再交付の申請をしてください。 

４． この証明書の証明期間が、不測の事情により延長となるときは、証明期間が終了する前に、こ

の証明書の交付申請をした年金事務所等にご相談ください。 

５． オーストリアの社会保障番号を持っている方は、この証明書を受け取りましたら【参考】欄に

記入してください。 



 

 

令和   年   月   日 

 

質問書 

 
 

所在地                 

会社名                 

担当者名              ㊞ 

ＴＥＬ                 

ＦＡＸ                 

 

 

案件：帳票「適用証明書」（日ドイツ社会保障協定）外 14点の作成  

  

項番 
仕様書等の 

該当箇所 
質問事項 

１   

２   

３   

 

 【提出期限】令和 8年 6月 3日（水）15時 00分まで 

 

 

 

別紙 1 

 




